
○

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
三
百
号
）
（
抄
）

（
第
一
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
産
業
廃
棄
物
）

（
産
業
廃
棄
物
）

第
二
条

法
第
二
条
第
四
項
第
一
号
の
政
令
で
定
め
る
廃
棄
物
は
、
次
の

第
二
条

法
第
二
条
第
四
項
第
一
号
の
政
令
で
定
め
る
廃
棄
物
は
、
次
の

と
お
り
と
す
る
。

と
お
り
と
す
る
。

一
～
六

（
略
）

一
～
六

（
略
）

七

ガ
ラ
ス
く
ず
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
く
ず
（
工
作
物
の
新
築
、
改
築
又

七

ガ
ラ
ス
く
ず
及
び
陶
磁
器
く
ず

は
除
去
に
伴
つ
て
生
じ
た
も
の
を
除
く
。
）
及
び
陶
磁
器
く
ず

八
～
十
三

（
略
）

八
～
十
三

（
略
）

（
一
般
廃
棄
物
の
収
集
、
運
搬
、
処
分
等
の
基
準
）

（
一
般
廃
棄
物
の
収
集
、
運
搬
、
処
分
等
の
基
準
）

第
三
条

法
第
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
一
般
廃
棄
物
（
特
別
管

第
三
条

法
第
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
一
般
廃
棄
物
（
特
別
管

理
一
般
廃
棄
物
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

理
一
般
廃
棄
物
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

の
収
集
、
運
搬
及
び
処
分
（
再
生
を
含
む
。
）
の
基
準
は
、
次
の
と
お

の
収
集
、
運
搬
及
び
処
分
（
再
生
を
含
む
。
）
の
基
準
は
、
次
の
と
お

り
と
す
る
。

り
と
す
る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

一
般
廃
棄
物
の
海
洋
投
入
処
分
に
当
た
つ
て
は
、
次
に
よ
る
こ
と

四

一
般
廃
棄
物
の
海
洋
投
入
処
分
に
当
た
つ
て
は
、
次
に
よ
る
こ
と

。

。

イ

海
洋
投
入
処
分
は
、
次
に
掲
げ
る
一
般
廃
棄
物
の
船
舶
か
ら
の

イ

海
洋
投
入
処
分
は
、
次
に
掲
げ
る
一
般
廃
棄
物
の
船
舶
か
ら
の

海
洋
投
入
処
分
に
限
り
、
行
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

海
洋
投
入
処
分
に
限
り
、
行
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

（
略
）

（
略
）

(1)

(1)



浄
化
槽
に
係
る
汚
泥
又
は
し
尿
で
あ
つ
て
、
硫
酸
第
一
鉄
若

(2)
し
く
は
塩
化
第
二
鉄
を
〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
混
入
し
、
又

は
粉
砕
し
た
も
の

不
燃
性
の
一
般
廃
棄
物
（
次
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

不
燃
性
の
一
般
廃
棄
物
（
次
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

(2)

(3)

（
略
）

（
略
）

～

～

(ｲ)

(ﾆ)

(ｲ)

(ﾆ)

に
掲
げ
る
一
般
廃
棄
物
の
う
ち
、
緊
急
に
処
分
す
る
必

に
掲
げ
る
一
般
廃
棄
物
の
う
ち
、
緊
急
に
処
分
す
る
必

(3)

(2)
(ﾆ)

(4)

(3)
(ﾆ)

要
が
あ
り
、
か
つ
、
海
洋
投
入
処
分
以
外
に
適
切
な
処
分
の
方

要
が
あ
り
、
か
つ
、
海
洋
投
入
処
分
以
外
に
適
切
な
処
分
の
方

法
が
な
い
も
の
で
あ
る
と
認
め
て
環
境
大
臣
が
指
定
す
る
も
の

法
が
な
い
も
の
で
あ
る
と
認
め
て
環
境
大
臣
が
指
定
す
る
も
の

で
あ
つ
て
、
環
境
大
臣
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
処
分
す
る
た

で
あ
つ
て
、
環
境
大
臣
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
処
分
す
る
た

め
に
処
理
し
た
も
の

め
に
処
理
し
た
も
の

ロ

（
略
）

ロ

（
略
）

五

前
号
イ
（

を
除
く
。
）
に
規
定
す
る
一
般
廃
棄
物
で
あ
つ
て
も

五

前
号
イ
（

を
除
く
。
）
に
規
定
す
る
一
般
廃
棄
物
で
あ
つ
て
も

(3)

(4)

、
埋
立
処
分
を
行
う
の
に
特
に
支
障
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に

、
埋
立
処
分
を
行
う
の
に
特
に
支
障
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に

は
、
海
洋
投
入
処
分
を
行
わ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

は
、
海
洋
投
入
処
分
を
行
わ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

（
事
業
者
の
産
業
廃
棄
物
の
運
搬
、
処
分
等
の
委
託
の
基
準
）

（
事
業
者
の
産
業
廃
棄
物
の
運
搬
、
処
分
等
の
委
託
の
基
準
）

第
六
条
の
二

法
第
十
二
条
第
四
項
の
政
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と

第
六
条
の
二

法
第
十
二
条
第
四
項
の
政
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と

お
り
と
す
る
。

お
り
と
す
る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

前
号
に
規
定
す
る
委
託
契
約
書
及
び
書
面
を
そ
の
契
約
の
終
了
の

日
か
ら
環
境
省
令
で
定
め
る
期
間
保
存
す
る
こ
と
。

五

（
略
）

四

（
略
）

（
産
業
廃
棄
物
収
集
運
搬
業
者
又
は
産
業
廃
棄
物
処
分
業
者
の
産
業
廃

（
産
業
廃
棄
物
収
集
運
搬
業
者
又
は
産
業
廃
棄
物
処
分
業
者
の
産
業
廃



棄
物
の
収
集
若
し
く
は
運
搬
又
は
処
分
等
の
再
委
託
の
基
準
）

棄
物
の
収
集
若
し
く
は
運
搬
又
は
処
分
等
の
再
委
託
の
基
準
）

第
六
条
の
十
二

法
第
十
四
条
第
十
項
た
だ
し
書
の
政
令
で
定
め
る
基
準

第
六
条
の
十
二

法
第
十
四
条
第
十
項
た
だ
し
書
の
政
令
で
定
め
る
基
準

は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

前
二
号
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
第
六
条
の
二
第
一
号
か
ら
第
四

三

前
二
号
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
第
六
条
の
二
第
一
号
か
ら
第
三

号
ま
で
の
規
定
の
例
に
よ
る
こ
と
。

号
ま
で
の
規
定
の
例
に
よ
る
こ
と
。

（
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
収
集
運
搬
業
者
又
は
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物

（
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
収
集
運
搬
業
者
又
は
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物

処
分
業
者
の
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
の
収
集
若
し
く
は
運
搬
又
は
処
分

処
分
業
者
の
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
の
収
集
若
し
く
は
運
搬
又
は
処
分

等
の
再
委
託
の
基
準
）

等
の
再
委
託
の
基
準
）

第
六
条
の
十
五

法
第
十
四
条
の
四
第
十
項
た
だ
し
書
の
政
令
で
定
め
る

第
六
条
の
十
五

法
第
十
四
条
の
四
第
十
項
た
だ
し
書
の
政
令
で
定
め
る

基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

前
号
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
第
六
条
の
二
第
一
号
か
ら
第
四
号

二

前
号
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
第
六
条
の
二
第
一
号
か
ら
第
三
号

ま
で
並
び
に
第
六
条
の
十
二
第
一
号
及
び
第
二
号
の
規
定
の
例
に
よ

ま
で
並
び
に
第
六
条
の
十
二
第
一
号
及
び
第
二
号
の
規
定
の
例
に
よ

る
こ
と
。

る
こ
と
。



（
抄
）

○
海
洋
汚
染
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
二
百
一
号
）

（
第
二
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
船
舶
か
ら
の
排
出
に
つ
き
確
認
を
要
す
る
廃
棄
物
）

（
船
舶
か
ら
の
排
出
に
つ
き
確
認
を
要
す
る
廃
棄
物
）

第
九
条

法
第
十
条
第
三
項
の
政
令
で
定
め
る
廃
棄
物
は
、
次
に
掲
げ
る

第
九
条

法
第
十
条
第
三
項
の
政
令
で
定
め
る
廃
棄
物
は
、
次
に
掲
げ
る

廃
棄
物
と
す
る
。

廃
棄
物
と
す
る
。

一

廃
棄
物
処
理
令
第
三
条
第
四
号
イ

に
掲
げ
る
廃
棄
物

一

廃
棄
物
処
理
令
第
三
条
第
四
号
イ

に
掲
げ
る
廃
棄
物

(3)

(4)

二
・
三
（
略
）

二
・
三
（
略
）

別
表
第
三
（
第
七
条
関
係
）

別
表
第
三
（
第
七
条
関
係
）

排
出
海
域

排
出
方
法
に
関
す

排
出
海
域

排
出
方
法
に
関
す

廃

棄

物

に
関
す
る

る
基
準

廃

棄

物

に
関
す
る

る
基
準

基
準

基
準

一

第
六
条
第
四
号
に
掲
げ
る
水

Ａ
海
域

次
号
下
欄
イ
及
び

一

第
六
条
第
四
号
に
掲
げ
る
水

Ａ
海
域

次
号
下
欄
イ
及
び

底
土
砂
の
う
ち
特
定
水
底
土
砂

ハ
に
掲
げ
る
要
件

底
土
砂
の
う
ち
特
定
水
底
土
砂

ハ
に
掲
げ
る
要
件

及
び
第
五
条
第
二
項
第
五
号
に

に
適
合
す
る
排
出

及
び
第
五
条
第
二
項
第
五
号
に

に
適
合
す
る
排
出

掲
げ
る
も
の
並
び
に
廃
棄
物
処

方
法
に
よ
り
排
出

掲
げ
る
も
の
並
び
に
廃
棄
物
処

方
法
に
よ
り
排
出

理
令
第
三
条
第
四
号
イ

に
掲

す
る
こ
と
。

理
令
第
三
条
第
四
号
イ

に
掲

す
る
こ
と
。

(3)

(4)

げ
る
廃
棄
物

げ
る
廃
棄
物

二

廃
棄
物
処
理
令
第
三
条
第
四

Ｂ
海
域

集
中
式
排
出
方
法

二

廃
棄
物
処
理
令
第
三
条
第
四

Ｂ
海
域

集
中
式
排
出
方
法

号
イ

及
び

並
び
に
廃
棄
物

（
イ
か
ら
ハ
ま
で

号
イ

及
び

並
び
に
廃
棄
物

（
イ
か
ら
ハ
ま
で

(1)

(2)

(1)

(3)

処
理
令
第
六
条
第
一
項
第
四
号

に
掲
げ
る
要
件
に

処
理
令
第
六
条
第
一
項
第
四
号

に
掲
げ
る
要
件
に



イ

に
掲
げ
る
廃
棄
物
（
水
底

適
合
す
る
排
出
方

イ

に
掲
げ
る
廃
棄
物
（
水
底

適
合
す
る
排
出
方

(1)

(1)

土
砂
及
び
次
号
上
欄
に
掲
げ
る

法
を
い
う
。
）
に

土
砂
及
び
次
号
上
欄
に
掲
げ
る

法
を
い
う
。
）
に

も
の
を
除
く
。
）

よ
り
排
出
す
る
こ

も
の
を
除
く
。
）

よ
り
排
出
す
る
こ

と
。

と
。

イ

比
重
一
・
二

イ

比
重
一
・
二

以
上
の
状
態
に

以
上
の
状
態
に

し
て
排
出
す
る

し
て
排
出
す
る

こ
と
。

こ
と
。

ロ

粉
末
の
ま
ま

ロ

粉
末
の
ま
ま

で
排
出
し
な
い

で
排
出
し
な
い

こ
と
。

こ
と
。

ハ

当
該
船
舶
の

ハ

当
該
船
舶
の

航
行
中
に
排
出

航
行
中
に
排
出

し
な
い
こ
と
。

し
な
い
こ
と
。

三

廃
棄
物
処
理
令
第
三
条
第
四

Ｃ
海
域

拡
散
式
排
出
方
法

三

廃
棄
物
処
理
令
第
三
条
第
四

Ｃ
海
域

拡
散
式
排
出
方
法

号
イ

に
掲
げ
る
廃
棄
物
の
う

（
イ
か
ら
ハ
ま
で

号
イ

に
掲
げ
る
廃
棄
物
、
同

（
イ
か
ら
ハ
ま
で

(2)

(2)

ち
液
状
の
も
の
、
廃
棄
物
処
理

に
掲
げ
る
要
件
に

号
イ

に
掲
げ
る
廃
棄
物
の
う

に
掲
げ
る
要
件
に

(3)

令
第
六
条
第
一
項
第
四
号
イ

適
合
す
る
排
出
方

ち
液
状
の
も
の
、
廃
棄
物
処
理

適
合
す
る
排
出
方

(1)

に
掲
げ
る
汚
泥
の
う
ち
有
機
性

法
を
い
う
。
）
に

令
第
六
条
第
一
項
第
四
号
イ

法
を
い
う
。
）
に

(1)

の
も
の
及
び
水
溶
性
の
無
機
性

よ
り
排
出
す
る
こ

に
掲
げ
る
汚
泥
の
う
ち
有
機
性

よ
り
排
出
す
る
こ

の
も
の
、
同
号
イ

か
ら

ま

と
。

の
も
の
及
び
水
溶
性
の
無
機
性

と
。

(2)

(4)

で
に
掲
げ
る
廃
棄
物
、
南
極
地

イ

海
面
下
に
排

の
も
の
、
同
号
イ

か
ら

ま

イ

海
面
下
に
排

(2)

(4)

域
の
環
境
の
保
護
に
関
す
る
法

出
す
る
こ
と
。

で
に
掲
げ
る
廃
棄
物
、
南
極
地

出
す
る
こ
と
。

律
（
平
成
九
年
法
律
第
六
十
一

ロ

当
該
船
舶
の

域
の
環
境
の
保
護
に
関
す
る
法

ロ

当
該
船
舶
の



号
）
第
十
六
条
第
四
号
に
規
定

航
行
中
に
排
出

律
（
平
成
九
年
法
律
第
六
十
一

航
行
中
に
排
出

す
る
汚
泥
並
び
に
指
定
水
底
土

す
る
こ
と
。

号
）
第
十
六
条
第
四
号
に
規
定

す
る
こ
と
。

砂
（
特
定
水
底
土
砂
並
び
に
第

ハ

一
時
間
当
た

す
る
汚
泥
並
び
に
指
定
水
底
土

ハ

一
時
間
当
た

五
条
第
二
項
第
四
号
及
び
第
五

り
の
排
出
量
が

砂
（
特
定
水
底
土
砂
並
び
に
第

り
の
排
出
量
が

号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

二
千
立
方
メ
ー

五
条
第
二
項
第
四
号
及
び
第
五

二
千
立
方
メ
ー

ト
ル
以
下
と
な

号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

ト
ル
以
下
と
な

る
よ
う
に
排
出

る
よ
う
に
排
出

す
る
こ
と
。

す
る
こ
と
。

四
～
八

（
略
）

（
略
）

（
略
）

四
～
八

（
略
）

（
略
）

（
略
）

別
表
第
四
（
第
十
三
条
関
係
）

別
表
第
四
（
第
十
三
条
関
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す
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除
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